
５月２７日（月）高知県須崎市池ノ浦漁港沖にて発見された、転覆状態で漂流
する小型船は、調査の結果、東日本大震災で流出し、所在が不明となっていた
宮城県の漁船であることが判明しましたが、同漁船の処分にあたり
高知県南国市に所在する運送会社の全面的な協力支援により、８月１６日
（金）高知港内に一時保管中の同漁船が陸揚げされ、宮城県在住の所有者のも
とへ運送されることとなりました。

宮城の漁船、高知沖で発見、所有者のもとへ
（８月１６日 於、高知港）

転覆状態で漂流する小型船（池ノ浦漁港沖） 陸揚げ撤去作業（高知港）


